
保健課　☎028-615-7816上記記事に関するお問い合わせは

特定健康診査・特定保健指導特定健康診査・特定保健指導のの実施状況実施状況についてについて
－令和 4年度分における当組合の実施状況を国へ報告しました－－令和 4年度分における当組合の実施状況を国へ報告しました－

組合員証等で受診した場合と
比べて、初診料及び再診料が
下がります。

薬剤情報等の提供に同意をする
と、過去に処方されたお薬の情報
が医師・薬剤師で共有されます。

限度額適用認定証がなくても、高額医
療費の限度額を超える支払いが免除さ
れます。

　医療費通知書は、組合員及び被扶養者が医療機関等で受診した状況をお知らせするものです。
　1年間の医療費を確認し、適正受診をお願いします。

①当組合が医療機関等に支払った金額  ②国または地方公共団体が負担する金額
③医療機関等の窓口で支払った金額  ⑥当組合が組合員に送金した金額

配付時期
2月中旬～下旬

受診者
氏名
医療
機関名

診療
年月

日
数
診療区分・
給付種別

医療費
総額

①
法定
給付額

②
公費
負担額

③
窓口
負担額

④
家族療養費
附加金等

⑤
高額
療養費

⑥
（④＋⑤）
支給額

③ -⑥
確定申告用
自己負担額

共済 太郎
○○病院
共済 花子
○○歯科

4

5

12

11

2

3

医科入院
入院時療養費等
歯科入院外

300,000
1,280
25,000

210,000
360

17,500 7,500

90,000
920

55,400 9,570 64,970 25,030
920

合計 326,280 227,860 7,500 90,920 55,400 9,570 64,970 25,950

（令和4年12月～令和5年11月診療分）

通知書の見方

1　 初診時等の
　　窓口負担が低くなる

2　 データに基づく最適な
　　医療が受けられる

3　 手続きなしで高額医療費の
　　限度額を超える支払いが免除

令和6年2月○日作成
対象月…令和4年12月～令和5年11月分

医療費通知書

（ 住 所 ）…123－4567
……………………… 栃木県○○市大通り2－3－1
（ 氏 名 ）…共済…太郎
（所属所名）…○○市…○○部…○○課…○○係

この通知書は確定申告の医療費控除の添付書類として使用できますが、以下の点にご注意ください。

マイナンバーカードで受診するメリット

マイナンバー制度・マイナンバーカードについてのお問い合わせ

・令和4年12月診療分の記載がある場合は、「確定申告用自己負担額」の合計から令和4年12月診療分の金額を差し引いてください。
・今回の通知書に記載のない診療分を申告する場合は、医療機関の領収書に基づき「医療費控除の明細書」を作成し、医療費通知書
と併せて申告してください。

医療費通知書を配付します

医療機関等の受診には、
ぜひマイナンバーカードをご利用ください

マイナンバー総合フリーダイヤル
受付時間（年末年始を除く）
平　日　9：30～20：00
土日祝　9：30～17：30

マ　　 イ　　ナン　 バー

0120-95-0178
07共済だより 2024.1 No.350


